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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の表面部に複数の画素が二次元アレイ状に形成され該半導体基板の裏面側か
ら入射する被写界光の入射光量に応じて発生する信号電荷を前記画素が蓄積する裏面照射
型固体撮像素子の製造方法において、前記半導体基板の前記裏面側に反射防止膜を積層し
、前記半導体基板の受光面の中央部分に設ける前記反射防止膜の膜厚を厚く、周辺部分に
設ける前記反射防止膜の膜厚を薄く形成したことを特徴とする裏面照射型固体撮像素子の
製造方法。
【請求項２】
　前記受光面を中央部分から周辺部分にかけて複数の領域に分け、該領域毎に前記反射防
止膜の膜厚を制御することを特徴とする請求項１に記載の裏面照射型固体撮像素子の製造
方法。
【請求項３】
　前記膜厚は、該反射防止膜を透過する光の光路長が該光の波長をλとしたときλ／４ま
たはその奇数倍となるように形成したことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の
裏面照射型固体撮像素子の製造方法。
【請求項４】
　前記反射防止膜の上にカラーフィルタが前記画素対応に形成され、該画素毎の前記反射
防止膜の膜厚が該画素毎の前記カラーフィルタの色別に形成されることを特徴とする請求
項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の裏面照射型固体撮像素子の製造方法。
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【請求項５】
　前記カラーフィルタを透過する光の波長が長いほど前記膜厚を厚くすることを特徴とす
る請求項４に記載の裏面照射型固体撮像素子の製造方法。
【請求項６】
　前記カラーフィルタの或る色の画素に対応して設けた前記反射防止膜の膜厚をｎ・λ／
４（ｎは奇数、λは入射光の波長）としたとき、該色と異なる色の前記カラーフィルタが
設けられた隣接画素に対応して設けた前記反射防止膜の膜厚を、ｍ・λ／４（ｍ≠ｎの奇
数）としたことを特徴とする請求項４または請求項５に記載の裏面照射型固体撮像素子の
製造方法。
【請求項７】
　前記半導体基板から見て最初に形成する平坦化膜であって、前記反射防止膜の段差を吸
収する平坦化膜を、該平坦化膜の上層，下層に設けられる材料の屈折率と該平坦化膜の屈
折率との差が最も小さくなる層間に該平坦化膜を設けたことを特徴とする請求項１乃至請
求項６のいずれかに記載の裏面照射型固体撮像素子の製造方法。
【請求項８】
　前記半導体基板がシリコンであり、前記反射防止膜が窒化シリコンの単層膜であること
を特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれかに記載の裏面照射型固体撮像素子の製造方
法。
【請求項９】
　前記反射防止膜が多層膜であることを特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれかに記
載の裏面照射型固体撮像素子の製造方法。
【請求項１０】
　前記カラーフィルタの代わりに、該カラーフィルタが透過する光の波長のみ選択的に透
過し他の波長域の光を反射する前記反射防止膜を設けたことを特徴とする請求項４に記載
の裏面照射型固体撮像素子の製造方法。
【請求項１１】
　半導体基板の表面部に複数の画素が二次元アレイ状に形成され該半導体基板の裏面側か
ら入射する被写界光の入射光量に応じて発生する信号電荷を前記画素が蓄積する裏面照射
型固体撮像素子において、請求項１乃至請求項１０のいずれかに記載の製造方法で製造し
たことを特徴とする裏面照射型固体撮像素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は裏面照射型固体撮像素子及びその製造方法に係り、特に、光利用効率が高く高
感度な撮影を行うのに好適な構造を備える裏面照射型固体撮像素子及びその製造方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＭＯＳイメージセンサやＣＣＤイメージセンサ等の固体撮像素子には、表面照射型と
裏面照射型とがある。イメージセンサの主要電子素子である信号読出回路（ＣＭＯＳイメ
ージセンサであればトランジスタ回路及び配線層，ＣＣＤイメージセンサであれば配線を
含む電荷転送路）が形成された半導体基板の一面側（この面を「表面側」ということにす
る。）と同一面で、被写体からの入射光を受光する構造になっているものが表面照射型で
ある。
【０００３】
　これに対し、裏面照射型とは、例えば下記特許文献１に記載されている様に、信号読出
回路が形成された半導体基板表面側と反対側の面、すなわち、裏面で被写体からの入射光
を受光する構造のものをいう。裏面照射型は、受光面積を表面照射型に比べて広くするこ
とができ、また、光利用効率が高く高感度であるという利点がある。
【０００４】
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【特許文献１】特開２００６―３２４９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、裏面照射型固体撮像素子は、表面照射型固体撮像素子に比較して光利用
効率が高く高感度であるといっても、画素の微細化が進む近年の固体撮像素子では、更な
る光利用効率の高効率化を図る必要がある。
【０００６】
　本発明の目的は、光利用効率が高く高感度な裏面照射型固体撮像素子及びその製造方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の裏面照射型固体撮像素子の製造方法は、半導体基板の表面部に複数の画素が二
次元アレイ状に形成され該半導体基板の裏面側から入射する被写界光の入射光量に応じて
発生する信号電荷を前記画素が蓄積する裏面照射型固体撮像素子の製造方法において、前
記半導体基板の前記裏面側に反射防止膜を積層し、前記半導体基板の受光面の中央部分に
設ける前記反射防止膜の膜厚を厚く、周辺部分に設ける前記反射防止膜の膜厚を薄く形成
したことを特徴とする
【０００８】
　本発明の裏面照射型固体撮像素子の製造方法は、前記受光面を中央部分から周辺部分に
かけて複数の領域に分け、該領域毎に前記反射防止膜の膜厚を制御することを特徴とする
。
【０００９】
　本発明の裏面照射型固体撮像素子の製造方法の前記膜厚は、該反射防止膜を透過する光
の光路長が該光の波長をλとしたときλ／４またはその奇数倍となるように形成したこと
を特徴とする。
【００１０】
　本発明の裏面照射型固体撮像素子の製造方法は、前記反射防止膜の上にカラーフィルタ
が前記画素対応に形成され、該画素毎の前記反射防止膜の膜厚が該画素毎の前記カラーフ
ィルタの色別に形成されることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の裏面照射型固体撮像素子の製造方法は、前記カラーフィルタを透過する光の波
長が長いほど前記膜厚を厚くすることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の裏面照射型固体撮像素子の製造方法は、前記カラーフィルタの或る色の画素に
対応して設けた前記反射防止膜の膜厚をｎ・λ／４（ｎは奇数、λは入射光の波長）とし
たとき、該色と異なる色の前記カラーフィルタが設けられた隣接画素に対応して設けた前
記反射防止膜の膜厚を、ｍ・λ／４（ｍ≠ｎの奇数）としたことを特徴とする。
【００１３】
　本発明の裏面照射型固体撮像素子の製造方法は、前記半導体基板から見て最初に形成す
る平坦化膜であって、前記反射防止膜の段差を吸収する平坦化膜を、該平坦化膜の上層，
下層に設けられる材料の屈折率と該平坦化膜の屈折率との差が最も小さくなる層間に該平
坦化膜を設けたことを特徴とする。
【００１４】
　本発明の裏面照射型固体撮像素子の製造方法は、前記半導体基板がシリコンであり、前
記反射防止膜が窒化シリコンの単層膜であることを特徴とする。
【００１５】
　本発明の裏面照射型固体撮像素子の製造方法は、前記反射防止膜が多層膜であることを
特徴とする。
【００１６】
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　本発明の裏面照射型固体撮像素子の製造方法は、前記カラーフィルタの代わりに、該カ
ラーフィルタが透過する光の波長のみ選択的に透過し他の波長域の光を反射する前記反射
防止膜を設けたことを特徴とする。
【００１７】
　本発明の裏面照射型固体撮像素子は、半導体基板の表面部に複数の画素が二次元アレイ
状に形成され該半導体基板の裏面側から入射する被写界光の入射光量に応じて発生する信
号電荷を前記画素が蓄積する裏面照射型固体撮像素子において、上記のいずれかに記載の
製造方法で製造したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、反射防止膜を裏面側の受光面に設けたので、半導体基板の裏面側にお
ける入射光の反射率を抑制でき、より多くの入射光を半導体基板内の光電変換領域に導入
できるため、光利用効率が高く高感度な撮像が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の第１実施形態に係る裏面照射型固体撮像素子の断面模式図である。本
実施形態の裏面照射型固体撮像素子１００は、インターライン型ＣＣＤであり、ｐ型半導
体基板１の表面側に垂直電荷転送路（ＶＣＣＤ）２１とフォトダイオード２２とが形成さ
れ、裏面側に、反射防止膜２７、カラーフィルタ（赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ））層２
３及びマイクロレンズ２４が積層される。
【００２１】
　半導体基板１の裏面側表面部には高濃度ｐ＋＋層２５が形成され、この高濃度ｐ＋＋層
２５が接地される。高濃度ｐ＋＋層２５の上には入射光に対して透明な酸化膜２６が積層
されており、その上に、本実施形態では、反射防止膜２７が積層され、その上に、カラー
フィルタ層２３，マイクロレンズ（トップレンズ）層２４が順に積層される。各マイクロ
レンズ２４は、対向する位置に設けられた対応のフォトダイオード２２の中心に焦点が合
うように形成される。
【００２２】
　カラーフィルタ層２３は画素（フォトダイオード）単位に区画され、カラーフィルタ層
２３の半導体基板１側の隣接区画間には、画素間の混色を防ぐための遮光部材２８が設け
られる。
【００２３】
　半導体基板１の表面側に形成される垂直電荷転送路（ＶＣＣＤ）２１は、ｎ＋層の埋め
込みチャネル３１と、半導体基板１の表面側最表面に形成されたシリコン酸化膜やＯＮＯ
（酸化膜―窒化膜―酸化膜）構造の絶縁膜でなるゲート絶縁層３２を介して積層された転
送電極膜３３とで構成される。
【００２４】
　垂直電荷転送路２１は、表面照射型固体撮像素子と同様に、図示しない水平電荷転送路
（ＨＣＣＤ）が延びる方向に対して垂直方向に延びる様に形成され、且つ、複数本の垂直
電荷転送路２１が形成される。そして、隣接する垂直電荷転送路２１間に、垂直電荷転送
路２１に沿う方向に複数のフォトダイオード２２が所定ピッチで形成される。
【００２５】
　フォトダイオード２２は、本実施形態では、ｐ型半導体基板１の表面側に形成されたｎ
層３５とその下に形成されたｎ－層３６とで構成される。そして、ｎ層３５の表面部に暗
電流抑制用の薄いｐ型高濃度（ｐ＋）表面層３８が形成され、表面層３８の中央表面部に
、コンタクト部としてｎ＋層３９が形成される。
【００２６】
　垂直電荷転送路２１の埋め込みチャネル（ｎ＋層）３１の下には基板１よりｐ濃度の高
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いｐ層４１が形成されており、このｎ層３１及びｐ層４１と、図示の例では右隣のフォト
ダイオード２２との間に、素子分離帯としてのｐ＋領域４２が形成される。各ｐ層４１の
下には、半導体基板１より高濃度なｐ－領域４２が設けられ、隣接するフォトダイオード
２２間の素子分離が図られる。各ｐ－領域４２は、上述した画素区画部分すなわち遮光部
材２８に対応する箇所に設けられる。
【００２７】
　垂直電荷転送路２１の埋め込みチャネル３１の下に形成されたｐ層４１は、図示の例で
は左隣のｎ層３５の表面端部の上まで延び、この端部分のｐ＋表面層３８は、ｎ層３５の
右端面位置より後退した位置になっている。そして、転送電極膜３３の左端面は、ｐ層４
１の左端面まで重なる様に延設され、ｎ層３５と、転送電極膜３３及びｐ層４１の表面端
部とが若干オーバーラップする構成になっている。
【００２８】
　この様なオーバーラップ構成が可能なのは、裏面照射型では半導体基板１の表面側に面
積的な余裕があるためである。表面照射型では、面積的余裕がないため、転送電極膜の端
部はフォトダイオードの端部に一致する位置までしか延設できず、間にｐ層を介在させる
ことができない。
【００２９】
　本実施形態の様に、転送電極膜３３とｎ層３５との間にｐ層４１を介在させると、転送
電極膜（読出電極兼用）３３に印加する読出電圧の低電圧化を図ることができ、ＣＣＤ型
固体撮像素子の低消費電力化を図ることが可能となる。
【００３０】
　半導体基板１の最表面に形成される絶縁層３２の上に例えばポリシリコン膜でなる転送
電極膜３３が形成され、その上に、絶縁層４５が積層される。そして、ｎ＋層３９の上の
絶縁層３２，４５に開口が開けられ、絶縁層４５の上に金属電極４６が積層されることで
、ｎ＋層３９と電極４６とがコンタクトされる。電極４６は、この裏面照射型固体撮像素
子１００のオーバーフロードレインとして機能する。
【００３１】
　尚、上述した実施形態では、ＣＣＤ型の裏面照射型固体撮像素子を説明したが、ＣＭＯ
Ｓ等のＭＯＳタイプの裏面照射型固体撮像素子でも良い。ＭＯＳタイプとするには、図１
に示す垂直電荷転送路２１やオーバーフロードレイン等の代わりに、信号読出回路として
ＭＯＳトランジスタや配線層を基板１の表面側に形成れば良い。
【００３２】
　斯かる構造の裏面照射型固体撮像素子１００で被写体画像を撮像する場合、被写界から
の入射光は、半導体基板１の裏面側から入射する。この入射光はマイクロレンズ２４で集
光され、カラーフィルタ層２３を通り、半導体基板１内に浸入する。本実施形態の場合、
半導体基板１の裏面に反射防止膜２７が設けられているため、入射光が高効率で半導体基
板１内に進入することになる。
【００３３】
　マイクロレンズ２４で集光された光が半導体基板１内に入射すると、この入射光は当該
マイクロレンズ２４及びカラーフィルタ２３に対応するフォトダイオード２２の方向に集
光しながら進み、半導体基板１に光吸収され、光電変換されて正孔電子対が発生する。
【００３４】
　裏面照射型固体撮像素子１００では、半導体基板１の裏面からフォトダイオードを構成
するｎ領域２２までの距離を、９μｍ程度の厚さにしているため、入射光が半導体基板１
の表面側に設けたｎ＋領域すなわち電荷転送路２１に達するまでに全て基板１に吸収され
光電変換されてしまう。従って、垂直電荷転送路２１を遮光する必要がない。
【００３５】
　各画素の光電変換領域（ｐ＋＋層２５からｎ領域３５までの領域）で発生した電子は、
当該画素におけるｎ領域３５に蓄積され、読出電極兼用の転送電極膜３３に読出電圧が印
加されると、ｎ領域３５から、図１に示す例では右隣の埋め込みチャネル３１に読み出さ
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れる。以後、垂直電荷転送路２１に沿って図示しない水平電荷転送路（ＨＣＣＤ）まで転
送され、次に水平電荷転送路に沿って図示しないアンプまで転送され、このアンプが信号
電荷量に応じた電圧値信号を撮像画像信号として出力する。
【００３６】
　ｐ型半導体基板１の光電変換領域で発生した正孔（ホール）が基板１内でふらつくと、
裏面照射型固体撮像素子１００における受光面（撮像領域）の中央部分と周辺部分とでホ
ール掃き出しムラが生じ、画素特性に差が生じてしまう。しかし、本実施形態の裏面照射
型固体撮像素子１００では、半導体基板１で発生したホールを裏面の略全面に設けられた
ｐ＋＋層２５で吸い取り、これを安定的にアースに掃き出すことができるため、このホー
ル掃き出しムラによる画質劣化を回避できる。
【００３７】
　図２（ａ）は、図１に示す実施形態に係る反射防止膜部分の説明図である。反射防止膜
及びカラーフィルタ，マイクロレンズ以外の図示は省略している。
【００３８】
　本実施形態の裏面照射型固体撮像素子１００は、半導体基板１の光入射面に、反射防止
膜２７を設けたことを特徴とする。反射防止膜２７を設けない図２（ｂ）に示す構造では
、屈折率“１．５”程度のマイクロレンズ２４を通り、屈折率“１．６”程度のカラーフ
ィルタ２３を通過した入射光が屈折率“４”程度の半導体基板１に進入するとき、屈折率
差が“４－１．６”と大きいためカラーフィルタ２３と半導体基板１（酸化膜２６の膜厚
は小さいので考慮する必要がない。）との界面での反射率が高くなってしまう。
【００３９】
　これに対し、図２（ａ）に示す様に、反射防止膜２７を上記の界面に設けることでこの
界面での反射を防止でき、半導体基板１への光入射効率を高めることが可能となる。反射
防止膜２７の屈折率としては、シリコン半導体基板１の屈折率が“４”程度であるため“
√４”すなわち“２”程度の材料が好適である。この屈折率を持つ材料としては、窒化シ
リコンがある。また、反射防止膜２７の膜厚は反射を抑制する入射光の波長λの１／４す
なわちλ／４（または、この奇数倍）が好適である。
【００４０】
　この様に、反射防止膜２７を半導体基板１の光入射面に設けることで、入射光を高効率
で半導体基板１内に取り込むことができ、更なる高感度撮影を行うことが可能となる。
【００４１】
　図３（ａ）は、本発明の第２実施形態に係る裏面照射型固体撮像素子の反射防止膜部分
の説明図である。その他の構成は図１と同様であり、図示は省略している（尚、以下の実
施形態でも同様である。）。
【００４２】
　図２（ａ）で説明した様に、反射防止膜２７を設ければ、シリコン界面での反射を防止
できる。単板式の固体撮像素子でカラー画像を撮像する場合には、各画素（フォトダイオ
ード２２）毎に赤色（Ｒ），緑色（Ｇ），青色（Ｂ）のカラーフィルタ２３を積層するこ
とになるが、各カラーフィルタＲ，Ｇ，Ｂを透過して半導体基板１に入射する光の波長は
、カラーフィルタの色毎に異なる。
【００４３】
　図３（ｂ）に示す様に、このカラーフィルタＲ，Ｇ，Ｂの違いを無視し、各カラーフィ
ルタＲ，Ｇ，Ｂで同一膜厚の反射防止膜２７Ｒ，２７Ｇ，２７Ｂを用いても、反射防止膜
のない図２（ｂ）に示す固体撮像素子より半導体基板１への光入射率を改善できることは
勿論である。
【００４４】
　しかし、本実施形態では、図３（ａ）に示す様に、カラーフィルタＲ，Ｇ，Ｂの違いも
考慮して、反射防止膜２７Ｒ，２７Ｇ，２７Ｂの夫々の膜厚を制御している。各カラーフ
ィルタＲ，Ｇ，Ｂを透過する光の分光特性は釣り鐘状の山形になるため、赤色，緑色，青
色それぞれの分光特性のピーク位置（あるいは各ピーク位置を中心とした所定範囲（色信
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号として取り出したい範囲）内の平均値）の波長λｒ，λｇ，λｂの１／４（またはその
奇数倍）に反射防止膜２７Ｒ，２７Ｇ，２７Ｂの各膜厚を制御する。
【００４５】
　この様に、カラーフィルタの色毎に反射防止膜２７Ｒ，２７Ｇ，２７Ｂの膜厚をきめ細
かく制御することで、各色画素毎の光入射率を高めることができると共に各色画素毎の光
入射率の均一化も図ることが可能となる。
【００４６】
　反射防止膜２７Ｒ，２７Ｇ，２７Ｂを夫々図２で説明した窒化シリコンの単層膜で製造
すれば、膜厚の大小関係は、２７Ｒ＞２７Ｇ＞２７Ｂとなる。しかし、反射防止膜は単層
構造である必要はなく、多種材料の多層膜で形成することも可能である。多層膜で形成す
る場合の上記大小関係は単純な式にならないため、単層構造の場合と異なり、使用する材
料によって制御するのが好ましい。
【００４７】
　図４は、本発明の第３実施形態に係る裏面照射型固体撮像素子の反射防止膜部分の説明
図である。上述した第２実施形態では、カラーフィルタＲ，Ｇ，Ｂの色別に、当該色画素
に設ける反射防止膜２７Ｒ，２７Ｇ，２７Ｂの膜厚を調整している。しかし、この膜厚は
、膜表面に対して垂直方向の厚さで規定している。
【００４８】
　デジタルカメラ等に搭載する固体撮像素子の入射光は、撮影レンズを通して入射するた
め、撮影レンズの中心光軸上の光以外は、斜め入射光になる。つまり、撮像素子の受光面
の中央領域には略垂直に入射するが、受光面の周辺領域には斜め入射光になる。
【００４９】
　反射防止膜が反射防止機能を持つには、膜厚をλ／４（またはその奇数倍）にしなけれ
ばならない。しかし、このλ／４の長さは、実際には光路長で計算する必要があり、上記
で「膜厚」としたのは、光が反射防止膜に垂直に入射することを前提としている。つまり
、斜め入射光の場合には、反射防止膜の表面に垂直な「膜厚」は薄くても実際の光路長は
確保可能となる。
【００５０】
　従って、図４に示す実施形態では、固体撮像素子の受光面中央領域の反射防止膜２７Ｒ
，２７Ｇ，２７Ｂの膜厚（表面に垂直な方向の膜厚）は厚く、周辺領域の膜厚は薄くする
ことで、斜め入射光でも受光面全面で最適な反射防止機能を得ることが可能となる。
【００５１】
　理想的には、受光面の位置毎，画素毎，色毎に入射角度を計算して反射防止膜の膜厚を
規定するのが良いが、実際に画素毎に膜厚制御を行うと製造コスト的に割高になってしま
う。このため、受光面を、例えば「中央部」「中間部」「周辺部」と複数領域に分割し、
夫々で膜厚制御を行うのが好ましい。
【００５２】
　尚、本実施形態では、色毎でも膜厚制御を行ったが、図３（ｂ）に示す様に、色毎の膜
厚制御は行わずに、受光面の位置毎に膜厚制御をするだけでも良い。
【００５３】
　図５は、本発明の第４実施形態に係る裏面照射型固体撮像素子の反射防止膜部分の説明
図である。単板式の固体撮像素子では、隣接する画素の色が異なる画素となる場合が生じ
る。この場合、赤色画素，緑色画素，青色画素が隣接していたとする。上述した実施形態
では、ｎを奇数としたとき、赤色画素の反射防止膜２７Ｒの膜厚をｎ・λｒ／４、緑色画
素の反射防止膜２７Ｇの膜厚をｎ・λｇ／４、青色画素の反射防止膜２７Ｂの膜厚をｎ・
λｂ／４とした。即ち、同一数ｎを用いた。
【００５４】
　これに対し、本実施形態では、色が異なる隣接画素の反射防止膜２７Ｒ，２７Ｇ，２７
Ｂの膜厚を、「ｎ・λｒ／４」「ｍ・λｇ／４」「ｑ・λｂ／４」（ここで、ｎ≠ｍ≠ｑ
の奇数）とし、好適には、隣接画素のｎ，ｍ，ｑ間の数値が大きくずれる様にする。例え
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ば、ｎ＝１，ｍ＝７，ｑ＝１１とする。
【００５５】
　但し、例えばλｇ／４のｍ倍が、λｒ，λｂの１／４の奇数倍に一致するようなｍは選
択しないようにする。つまり、ある画素のカラーフィルタを透過した光が迷光となって隣
接画素の反射防止膜内に入射としたとき、混色が起きてしまうが、このとき、隣接画素の
反射防止膜内に入射した迷光が反射防止されずに反射率が大きくなる様にする。これによ
り、混色がより少なくなる。
【００５６】
　図６は、本発明の第５実施形態に係る裏面照射型固体撮像素子の反射防止膜部分の説明
図である。
【００５７】
　反射防止膜を上述した各実施形態の様に設けると、画素毎や位置毎に段差が生じる。こ
のため、通常、段差が生じた部分に平坦化膜を積層して、その上にカラーフィルタ等を積
層することになる。
【００５８】
　従来の場合には、図６（ｂ）に示す様に、平坦化膜５１は、段差が生じた原因となる反
射防止膜２７Ｒ，２７Ｇ，２７Ｂの直ぐ上（裏面側）に積層し、平坦化膜５１の上下それ
ぞれの材質について考慮しなかった。
【００５９】
　しかし、本実施形態では、平坦化膜５１を設ける位置を、図６（ａ）に示す様に、平坦
化膜５１とその上，下の材質の屈折率差が最も小さくなる位置に設ける。図示する実施形
態では、平坦化膜５１の屈折率が“１．４”程度であるため、屈折率１．５のマイクロレ
ンズ２４と、屈折率１．６のカラーフィルタ２３との間に設けている。これにより、マイ
クロレンズから半導体基板１に入射する入射光のトータルとしての反射率を下げ透過率を
上げることができる。
【００６０】
　図７は、本発明の第６実施形態に係る裏面照射型固体撮像素子の反射防止膜部分の説明
図である。本実施形態の反射防止膜２７Ｒ，２７Ｇ，２７Ｂとして、特定波長成分のみ透
過させる反射防止膜を用いる。
【００６１】
　つまり、赤色光を透過し他色光を遮断する反射防止膜２７Ｒと、緑色光を透過し他色光
を遮断する反射防止膜２７Ｇと、青色光を透過し他色光を遮断する反射防止膜２７Ｂとを
用いる。
【００６２】
　例えば、３板式カラー固体撮像装置では、入射光をプリズムを用いてＲ光，Ｇ光，Ｂ光
に３分割し、夫々の光を対応する固体撮像素子に入射させる構成となっているが、このプ
リズムに用いる反射膜材料を用いて上記の反射防止膜２７Ｒ，２７Ｇ，２７Ｂを形成すれ
ば、カラーフィルタが不要となる。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明に係る裏面照射型固体撮像素子は、入射光の半導体基板への入射光率が高いため
、高感度撮影を行うデジタルカメラ等に搭載する固体撮像素子として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の第１実施形態に係る裏面照射型固体撮像素子の断面模式図である。
【図２】図１に示す反射防止膜部分の説明図である。
【図３】本発明の第２実施形態に係る裏面照射型固体撮像素子の反射防止膜部分の説明図
である。
【図４】本発明の第３実施形態に係る裏面照射型固体撮像素子の反射防止膜部分の説明図
である。
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【図５】本発明の第４実施形態に係る裏面照射型固体撮像素子の反射防止膜部分の説明図
である。
【図６】本発明の第５実施形態に係る裏面照射型固体撮像素子の反射防止膜部分の説明図
である。
【図７】本発明の第６実施形態に係る裏面照射型固体撮像素子の反射防止膜部分の説明図
である。
【符号の説明】
【００６５】
１　半導体基板
２２　ｎ領域（フォトダイオード）
２３　カラーフィルタ
２４　マイクロレンズ
２７，２７Ｒ，２７Ｇ，２７Ｂ　反射防止膜
２８　遮光部材
５１　平坦化膜
１００　裏面照射型固体撮像素子

【図１】 【図２】
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【図７】
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